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第１ 人事行政の運営の状況  
  
 １ 職員の任免及び職員数に関する状況 
  
 （１）部門別職員数の状況と主な増減理由               （単位：人） 

          区 分 
部 門 

職  員  数 対 前 年 
増 減 数 主 な 増 減 理 由 

平成29年 平成30年 

 
普 
 

通 
 

会 
 

計 

 

部 

 
門 

一般行政 
部門 

議  会 7  7  0   
総  務 184  183  △1  事務の統廃合縮小 
税  務 43  44  1    
民  生 211  201  △10  事務の統廃合縮小 
衛  生 42  41  △1     〃 
労  働 4  3  △1     〃 
農林水産 29  28  △1     〃 
商  工 50  51  1      

土  木 66  60  △6  事務の統廃合縮小  

計 636  618  △18   

教育部門 111  

 

 

105  

 

 

△6  

 

 

事務の統廃合縮小 

小   計 747  723  △24   

 

水  道 
下 水 道 
国保・介護 

24  
16  
34  

24  
15  
31  

0  
△1  
△3  

 
本庁業務の見直し 
    〃 

小   計 74  70  △4   

合  計 821   793  △28   

 （注）１ 各年４月１日現在の人数です。 

    ２ 職員数は一般職に属する職員数です。 

   

 （２）職員の退職状況              (平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区 分 定年退職 早期退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 その他 計 

人 数 27 2 4 － － 30 63 

 （注）特別職については、人数に含んでいません。 

 

 （３）職員採用候補者試験の実施状況    （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人、倍） 

試験区分 
応募者数 受験者数(A) 合格者数(B) 倍率 採用者数 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 A/B 男 女 計 

行政(上級) 17 22 39 12 21 33 4 11 15 2.2 4 11 15 

行政(初級) 11 5 16 11 5 16 1 0 1 16.0 1 0 1 

精神保健福祉士 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0 1 0 1 

図書館司書 3 12 15 3 12 15 0 0 0 － 0 0 0 

保育士 1 9 10 1 9 10 0 2 2 5.0 0 1 1 

行政（職務経験者） 19 5 24 19 5 24 4 0 4 6.0 3 0 3 

行政（身体障害者） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 0 

合  計 52 53 105 47 52 99 10 13 23 4.3 9 12 21 

 

 

公
営
企
業
等 

 
会
計
部
門 
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２ 職員の人事評価の状況 

 

項  目 内              容 

対 象 者 全職員 

評価期間 ①4月 1日～9月 30 日 
②10 月 1日～3月 31 日 

評価方法 
○能力評価（職務遂行に当たり実際に発揮した能力を評価） 
○業績評価（職務上挙げた業績をプロセスや質的な達成水準を含めて評価） 

  それぞれ５段階の絶対評価により行う 

評価結果の反映 
・職員の人材育成、能力開発 
・昇任、人事配置換え 

・昇給、勤勉手当 
 

 

３ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

  (30年1月1日) 

歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参 考) 

28年度の人件費率 

29年度 
人 

113,410 

      千円 

52,146,467 

    千円 

1,035,755 

    千円 

5,993,562 

      ％ 

11.5  

％ 

11.8  

      (注) 人件費には、一般職給与のほか、議員報酬、特別職給与、共済組合負担金、退職手当組合負担金等が 

         含まれています。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

   Ａ 

給     与     費 1人当たり 

給与費 B/A 給  料 職員手当    期末･勤勉手当    計 Ｂ 

29年度 
 

747人  

    千円 

2,819,335 

    千円 

395,340 

    千円 

1,088,182 

    千円 

4,302,857 

       千円 

5,760  

      (注) １ 給与費とは、人件費のうち一般職の給与費です。 

        ２ 職員数は、平成２９年４月１日現在の人数です。 

 

（３）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額の状況 

区 分 
平成 29 年 4月 1日現在 平成 30 年 4月 1日現在 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 45 歳 9 月 330,099 円 379,678 円 45 歳 2 月 330,984 円 377,282 円 

技能労務職 55 歳 3 月 253,392 円 284,839 円 55 歳 0 月 259,070 円 294,025 円 

      (注)平均給与月額とは、給料月額と諸手当の額を合計したものです。 

 

（４）職員の初任給の状況                    （平成 30 年 4月 1日現在） 

区    分 白 山 市 国 

一般行政職 
大 学 卒 179,200円 179,200円 

高 校 卒 147,100円 147,100円 

技能労務職 
高 校 卒 144,500円                    － 

中 学 卒 128,900円                    － 

 

 



 3

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額状況         （平成 30 年 4月 1日現在） 

区    分 経 験 年 数 1 0 年         経 験 年 数 1 5 年         経 験 年 数 2 0 年         

一般行政職 
大 学 卒 255,400円  297,873円  343,195円  

高 校 卒 －  －   － 

技能労務職 高 校 卒 －  －  －   

  

（６）ラスパイレス指数の状況 

平成 28 年 平成 29 年 

96.8 97.0 

 （注）  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況               (平成 30 年 4月 1日現在) 

区分 
標準的な職務内容 

職員数 構成比 
本 庁 支 所 

８級 部長  2 人  0.3％  

７級 部長・局長・市参事  16 人  2.0％  

６級 部次長・課長 支所長 36 人  4.6％  

５級 課長・課長補佐 課長・課長補佐 133 人  17.0％  

４級 
課長補佐・主幹・係長・専門員 

主任保育士 

課長補佐・主幹・係長・専門員 
276 人  35.4％  

３級 主査・保育士 主査 164 人  21.0％  

２級 主事・保育士 主事 80 人  10.2％  

１級 主事・保育士 主事 74 人  9.5％  

合   計 781 人  100.0％  

  （注）１ 職員数は、技能労務職を除いています。 

       ２ 白山市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

       ３ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

       ４ 支所に市民サービスセンターを含んでいます。 

 

（８）職員手当の状況 

  ア 期末・勤勉手当（平成 29年度支給割合） 

区 分 
白  山  市 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

6 月期 1.225 月分 0.850 月分 1.225 月分 0.850 月分 

12 月期 1.375 月分 0.950 月分 1.375 月分 0.950 月分 

計 2.6 月分 1.8 月分 2.6 月分 1.8 月分 

加算措置 有：職制上の段階、職務の級等 有：職制上の段階、職務の級等 

 

 イ 退職手当（平成 29 年度支給割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 
白 山 市 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤 続 2 0 年      20.455月分 25.55625月分 20.455月分 25.55625月分 

勤 続 2 5 年      29.145月分 34.5825月分 29.145月分 34.5825月分 

勤 続 3 5 年      41.325月分 49.59月分 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 49.59月分 49.59月分 

1人当たり 

平均支給額 
10,070千円 20,523千円 

 

その他の 

加算措置 

･定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

･退職時特別昇給  なし            

･定年前早期退職特例措置 

（1～45％加算） 

･退職時特別昇給  なし          

  （注） 退職手当の 1人当たり平均支給額は、29 年度に退職した職員に支給された平均額です。                                                 
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ウ 特殊勤務手当 

支給実績（29 年度決算） 3,285 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（29 年度決算） 34,219 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29 年度） 11.6％ 

手当数（29 年度） 4 種類 

 

  特殊勤務手当の種類（４種類）                  （平成 30 年 4月 1日現在） 

主な手当の名称 支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

感染症汚染場所消毒作業手当 消毒作業等に従事した職員 消毒作業等 1 回 300 円 

児童保育手当 保育士等 児童保育等 月額  3,000 円以内 

行旅死亡人等取扱手当 
行旅病人・死亡人の取扱等

に従事した職員 

行旅病人・死亡人取扱

業務 
1 件 2,000 円以内 

高所等作業手当 高所等作業に従事する職員 
地上 15ｍ、地下 5ｍ以

上の箇所で行う業務 
日額 250 円 

 

  エ 時間外勤務手当 

平成29年度 
支給実績    187,121千円  

職員1人当たり平均支給年額 266千円  

 

  オ その他手当 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 配偶者       10,000 円／月  外 同 

住居手当 借家・借間   100～27,000 円／月 同 

通勤手当 交通用具利用  2,000 円／月  外 同 

 

（９）特別職等の給与・報酬の状況                  （平成 30 年 4月 1日現在） 

区     分 給料・報酬の月額 期末手当 

給 

料 
市        長 970,000円 

 

（平成29年度支給割合） 

6月期  1.550月分 

12月期 1.750月分 

計   3.300月分 

加算措置 有 

副   市   長 785,000円 

教   育   長 665,000円 

報 

酬 

議        長 630,000円 
 

（平成29年度支給割合） 

6月期  1.550月分 

12月期 1.750月分 

計   3.300月分 

加算措置 有 

副   議   長 540,000円 

議        員 500,000円 

 

 
４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 
（１）勤務時間の状況                         （平成 30 年 4月 1日現在） 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 
午後零時から 

午後１時まで 
  (注) 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない場合は、別に定めています。 
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（２）休暇の状況                                （平成 30 年 4月 1日現在） 

区  分 事    由 期    間 

年次有給休暇  一の年度において２０日の範囲内（２０日

を限度に翌年度に繰り越すことができま

す。） 

病気休暇 下記以外 ９０日の範囲内 
市長が定める疾病 １８０日の範囲内 
結核性疾患 １年の範囲内 
公務上又は通勤による疾病 必要と認められる期間 

介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫

及び兄弟姉妹等を２週間以上にわたり介護する

ため、勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、３回を超えず、かつ、通算して６月を

超えない範囲内で必要と認められる期間 

介護時間 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫

及び兄弟姉妹等を２週間以上にわたり介護する

ため、勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する３年の期間内で必要と認めら

れる期間 

特別休暇 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間 

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、

地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場

合 

必要と認められる期間 

骨髄移植のための登録又は提供に伴う検査、入

院等 
必要と認められる期間 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献す

る活動を行う場合 
一の年度において５日の範囲内の期間 

結婚休暇 連続する７日を超えない範囲内の期間 

妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が保健指

導、健康診査を受ける場合 
必要と認められる期間 

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の

混雑の程度が、健康保持に影響がある場合 
勤務時間の始め又は終わりにつき、１日を

通じて１時間を超えない範囲でそれぞれ必

要があると認める期間 

妊娠中の職員の業務が健康保持に影響がある場

合で適宜休息し、又は補食する必要がある場合 
必要と認められる期間 

８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出

産する予定である女性職員が申し出た場合 
出産の日までの申出期間 

女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過するまで

の期間 

生後満１年に達しない子を育てる職員が、その

子の保育のために必要な場合 
１日２回それぞれ３０分以内の期間 

生理日における就業が著しく困難である女性職

員が申し出た場合 
必要と認められる期間 
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職員の妻が出産する場合 妻が出産するため病院に入院する等の日か

ら当該出産の日後２週間を経過する日まで

の期間内における２日の範囲内の期間 

職員の妻が出産する場合 出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の 

日後８週間を経過する日までの期間にある

場合において、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子（妻の子を

含む。）を養育する職員が、これらの子の

養育のため勤務しないことが相当であると

認められるとき、当該期間内における５日

の範囲内の期間 

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員が、その子の看護のため勤務しないことが

相当であると認められる場合 

一の年度において５日（その養育する中学

校就学前の始期に達するまでの子が２人以

上の場合にあっては、１０日）の範囲内の

期間 

要介護者の介護その他の市長が定める世話を行

う職員が、当該世話を行うため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 

一の年度において５日（当該要介護者が２

人以上の場合にあっては、１０日）の範囲

内の期間 

職員の親族が死亡した場合 親族の区分により１日から７日の範囲内の

期間 

父母の追悼のための特別な行事（死亡後１５年

以内に行われるものに限る。） 
１日の範囲内の期間 

夏季休暇 一の年度の７月から９月までの期間内にお

ける５日の範囲内の期間 

地震、水害、火災その他の災害により次のいず

れかに該当する場合その他これらに準ずる場合 

 

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一

時的に非難しているとき 

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者

の生活に必要な水、食料等が著しく不足してい

る場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行

うことができないとき 

７日の範囲内の期間 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の

事故等により出勤することが著しく困難である

と認められる場合 

必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の

事故等に際して、職員が退勤途上における身体

の危険を回避するため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

任命権者が認めた通信教育による面接授業を受

ける場合 
３０日以内 
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５ 職員の休業に関する状況 
 

（１）育児休業等の利用状況        （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区 分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短 

時間勤務 

取得者数 

平成 29 年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員 

育児休業等

対象者数 

うち 

育児休業 

取得者数 

うち 

部分休業 

取得者数 

育児短 

時間勤務 

取得者数 

男性職員 
－ 1 － 

6 － － － 
－ － － 

女性職員 
10 3 － 

10 10 － － 
18 20 1 

    計 
10 4 － 

16 10 － － 
18 20 1 

  （注）「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「育児短時間勤務取得者数」の欄の上段は、平成 29 年度 

に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部分休業）の期間が平成 28 年度から 29 

年度にかけて引き続いている者です。 

 

（２）介護休暇の取得状況         （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区 分 
介護休暇 

取得者数 

要 介 護 者 数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 
配偶者

の父母 
祖父母 

兄 弟 

姉 妹 
孫 その他 

男 性 

職 員 
－ － － － － － － － － 

女 性 

職 員 
－ － － １ － － － － － 

計 － － － １ － － － － － 

 

（３）介護時間の取得状況         （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区 分 
介護休暇 

取得者数 

要 介 護 者 数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 
配偶者

の父母 
祖父母 

兄 弟 

姉 妹 
孫 その他 

男 性 

職 員 
－ － － － － － － － － 

女 性 

職 員 
－ － ２ － － － － － － 

計 － － ２ － － － － － － 

 

 
６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 

（１）分限処分の状況                          （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区        分 降  任 免  職 休  職 計 

勤務実績が良くない場合 － －  － 

心身の故障の場合 － － 9 9 

職に必要な適格性を欠く場合 － －  － 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 － －  － 

刑事事件に関し起訴された場合   － － 

計 － － 9 9 
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（２）懲戒処分の状況                          （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区        分 戒 告 減 給 停 職 免 職 計 

一般服務違反関係 

（欠勤、勤務態度不良等） 
－ － － － － 

公金･公用物取扱関係 － － － － － 

公務外非行関係 

（傷害、暴行、器物損壊等） 
－ － 1 － 1 

交通事故･交通法規違反関係 － － － － － 

監督責任関係 － － － － － 

計 － － 1 － 1 

 

 

７ 職員の服務の状況 

 

（１）時間外勤務及び休日勤務の状況         （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日） 

時間外・休日勤務総時間数 
職員１人当たりの 

時間外・休日勤務月平均時間数 

56,999 時間 7.1 時間 

 

 

（２）年次有給休暇の使用状況            （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日） 

総付与日数 

A (日) 

総使用日数 

B (日)  

全対象職員数 

C (人) 

平均使用日数 

B/C (日) 

消化率 

B/A (％) 

30,334 6,493 797 8.1 21.4 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 
   本市では、職務の公正な執行及び公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、「白山市 

職員の退職管理に関する条例」を制定し、職員の退職管理の適正化に取り組んでいます。 

 

（１）再就職者による依頼等の規制 

    離職後に営利企業等に再就職した元職員は、離職後２年間に、契約等事務であって離職前 

５年間の職務に関する働きかけを行ってはいけません。 

 

（２）任命権者への届出 

退職管理制度の適正化を図るため、「管理又は監督の地位」にあった再就職者は、離職後２年 

間、再就職状況の届出が必要となります。 

   

①届出の対象者：課長級以上の職にあった者 

②届出が必要な場合 

   ・有給で、営利企業以外の法人・団体又は営利企業（自営を含む）の地位に就いた場合 

〈届出が不要の場合〉 

・再任用職員として任用された場合(再任用退職後、届出対象者に該当する場合はその時点で届出) 

・無報酬で、営利企業以外の法人・団体の地位に就いた場合 

③義務付け期間：離職後２年間 

④届出事項：氏名、生年月日、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称・業務内容・地位 
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９ 職員の研修の状況 

 

（１）職員の研修の状況            （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区         分 受講人数 摘        要 

石川県市町村職員

研修所 

指定研修 158 新任職員、階層別研修 

選択研修 37 税・財務事務、法制執務、住民サービス 

派遣研修 

市町村アカデミー 3 住民税課税事務、地域政策等 

国際文化アカデミー 2 法令事務、障がい者福祉政策等 

日本経営協会ほか 5 債権回収、介護保険、課税実務等 

金沢市職員研修所 8 異業種交流、交渉力等 

自治大学校 2 女性職員 

独自研修 

初任職員研修 19 初任職員 

人事評価制度研修 102 管理職員 

メンタルヘルス研修 99 全職員 

フォローアップ研修 39 主事 

聴覚障がい者コミュニケーシ

ョン講座 
19 全職員 

白山登山研修 0 初任職員（※H29 天候不良により中止） 

障害者差別解消法推進のため

の研修 
601 全職員 

ファシリテーション研修 68 課長補佐 

接遇研修 70 係長 

パパ子育て講座 10 対象職員 

 
 
１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）福利厚生制度 

 

① 健康管理事業          （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日、単位：人） 

区    分 検   査   機   関 受診者数 

定期健康診断 石川県予防医学協会 860 

人 間 ド ッ ク 

公立松任石川中央病院 245 

公立つるぎ病院 34 

その他の検査機関 49 

婦人ガン検診 石川県成人病予防センター 143 

 

② 石川県市町村職員共済組合 

    正規職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員になっていま 

   す。共済組合は、短期給付事業（健康保険）、長期給付事業（共済年金）、福祉事業（貸付、 

   貯金、宿泊事業等）を行っています。共済組合の事業は、組合員が納める掛金と市が納める 

   負担金で運営されています。 
 

 

③ 石川県市町村職員等ライフプラン協会 

    石川県市町村職員共済組合の組合員及び公立学校共済組合の組合員のうち、市から給与の 

   支給を受けている者は、原則としてライフプラン協会の会員になっています。協会は、ライ 

   フプラン事業及び福利厚生事業を行っています。協会の事業は、会員が納める会費と市が納 

   める負担金で運営されています。 
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  ④ 職員互助会 

    会員の互助及び親睦を図るため、「白山市職員互助会」を設置しています。 

互助会は、会員の元気回復や健康増進を図るための事業、慶弔金等の給付事業等を行って 

います。互助会の事業は、互助会が行う事業収益、会員の納める会費で運営されています。 
    ・会員会費 給料の 3/1000 

    ・平成 29年度決算額 12,525,446 円 
     

（２）公務災害の状況                             （平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日） 

認 定 件 数 
内     訳 

公 務 災 害 通 勤 災 害 

７件 ６件 １件 
 

 

第２ 平成２９年度における白山市公平委員会の業務の状況 

 

 １ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

区分 

平成 29 年 3月 31 日 

現在未処理件数 

平成 29 年 4月 1日～ 

平成 30年 3月 31日の 

措置要求件数 

平成 29 年 4月 1日～ 

平成 30年 3月 31日の 

処理件数 

平成 30 年 3月 31 日 

現在未処理件数 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ 

給      与 － － － － 

旅      費 － － － － 

勤 務 時 間 － － － － 

休      暇 － － － － 

執 務 環 境 － － － － 

厚 生 福 利 － － － － 

転      任 － － － － 

任      用 － － － － 

そ  の  他 － － － － 

合      計 － － － － 

  

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

区分 

平成 29 年 3月 31 日 

現在未処理件数 

平成 29 年 4月 1日～ 

平成 30年 3月 31日の 

不服申立て件数 

平成 29 年 4月 1日～ 

平成 30年 3月 31日の 

処理件数 

平成 30 年 3月 31 日 

現在未処理件数 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ 

分 

限 

処 

分 

降  給 － － － － 

降  任 － － － － 

休  職 － － － － 

免  職 － － － － 

懲 

戒 

処 

分 

戒  告 － － － － 

減  給 － － － － 

停  職 － － － － 

免  職 － － － － 

転    任 － － － － 

そ の 他 － － － － 

合    計 － － － － 

 
 

 

 


